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(57)【要約】
【課題】刈取前の草と刈取後の地面とを精度良く判別し
て自動走行が可能な草刈機を提供する。
【解決手段】草刈走行を行う走行機体１と、走行機体を
制御する走行制御部と、走行機体１と、機体左右方向に
位置する物体と、の距離を、機体左右両方に亘って走査
する距離センサ１０と、距離センサ１０の走査によって
検出された距離及び走査角度に基づいて、機体左右両方
に亘る対地高さデータを生成するデコード制御部と、対
地高さデータに基づく近似線によって、刈取後の地面の
ラインとして識別される地面基準線と、刈取前の草のラ
インとして識別される草基準線と、を生成する物体検出
部と、草基準線と走行機体との距離に基づいて目標距離
を算出する目標距離算出部と、草基準線と走行機体との
距離が、目標距離と一致するように指示信号を出力する
走行指示部と、が備えられている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　草刈走行を行う走行機体と、
　前記走行機体を制御する走行制御部と、
　前記走行機体と、機体左右方向に位置する物体と、の距離を、機体左右両方に亘って走
査する距離センサと、
　前記距離センサの走査によって検出された距離及び走査角度に基づいて、機体左右両方
に亘る対地高さデータを生成するデコード制御部と、
　前記対地高さデータに基づく近似線によって、刈取後の地面のラインとして識別される
地面基準線と、刈取前の草のラインとして識別される草基準線と、を生成する物体検出部
と、
　前記草基準線と前記走行機体との距離に基づいて目標距離を算出する目標距離算出部と
、
　前記草基準線と前記走行機体との距離が、前記目標距離と一致するように指示信号を出
力する走行指示部と、
が備えられている草刈機。
【請求項２】
　前記走行機体の走行モードを判定する走行モード判定部が備えられ、
　前記走行モードは、手動制御モードと、自動制御モードと、を有し、
　前記走行モードが前記手動制御モードの場合、前記走行制御部は手動制御の操作信号に
基づいて前記走行機体を制御し、
　前記走行モードが前記自動制御モードの場合、前記走行制御部は前記走行指示部の指示
信号に基づいて前記走行機体を制御する請求項１に記載の草刈機。
【請求項３】
　前記距離センサは、機体前後方向を軸芯に回転することによって走査するように構成さ
れている請求項１又は２に記載の草刈機。
【請求項４】
　前記距離センサは、前記走行機体の前部又は後部の何れか一方に設けられている請求項
１から３の何れか一項に記載の草刈機。
【請求項５】
　前記距離センサは、前記走行機体の前部及び後部の両方に設けられている請求項１から
３の何れか一項に記載の草刈機。
【請求項６】
　前記物体検出部は、前記対地高さデータのうち、前記距離センサの機体鉛直下方から予
め設定された機体左右方向の範囲内のデータから近似線を算出することによって、前記地
面基準線を生成するように構成されている請求項１から５の何れか一項に記載の草刈機。
【請求項７】
　前記物体検出部は、前記対地高さデータのうち、前記地面基準線から一定値以上の高さ
を有するデータが一定範囲以上に亘って連続する箇所のデータから近似線を算出すること
によって、草候補線を生成するように構成されている請求項１から６の何れか一項に記載
の草刈機。
【請求項８】
　前記草候補線は、複数生成され、
　前記走行機体に、前記走行機体の傾斜角度を検出する慣性センサが備えられ、
　前記物体検出部は、前記草候補線のうち、前記草候補線の前記地面基準線に対する傾斜
角度と、前記慣性センサによって検出された傾斜角度から算出された算出傾斜角度と、が
予め定められた基準範囲内である一つの前記草候補線を、前記草基準線と特定するように
構成されるように構成されている請求項７に記載の草刈機。
【請求項９】
　前記草基準線は、前記地面基準線から予め設定された高さの範囲内に限定される請求項
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１から８の何れか一項に記載の草刈機。
【請求項１０】
　前記草基準線と前記走行機体との距離は、現在と過去複数回とに亘って算出された複数
の値が記憶され、
　前記目標距離は、前記複数の値の移動平均値に基づいて算出される請求項１から９の何
れか一項に記載の草刈機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、草刈走行を行う走行機体と、走行機体を制御する走行制御部と、距離センサ
と、が備えられた草刈機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１に、草刈走行を行う走行機体（文献では「車体３」）と、作業領域の
範囲に存在する物体を検出する検出装置（文献では「物体検出部１１」）と、検出装置に
より検出された物体に基づいて算出された基準線（文献では符号「ＳＬ」）から走行機体
までの離間距離を演算する距離算出部（文献では「距離演算部１４」）と、基準線から走
行機体までの距離が予め設定された範囲内に収まるように走行制御する走行制御部（文献
では符号「１６」）と、が備えられている自動草刈機が開示されている。特許文献１の自
動草刈機では、果樹園内の二つ以上の果樹を目標物として基準線が生成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１８９１７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の発明では、果樹の幹が地面から立ち上がって果樹と地面とを容易に
区別可能であるため、距離算出部は、果樹を目標物とする基準線と、走行機体と、の離間
距離を演算できる。しかし、例えば法面等では地面から立ち上がる幹等が存在しない場合
があり、目標物の設定ができずに基準線の生成ができない虞がある。
【０００５】
　上述した実情に鑑みて、本発明の目的は、草刈対象領域に目標物が無い場合であっても
、刈取前の草と刈取後の地面とを精度良く判別して自動走行が可能な草刈機を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の草刈機は、
　草刈走行を行う走行機体と、
　前記走行機体を制御する走行制御部と、
　前記走行機体と、機体左右方向に位置する物体と、の距離を、機体左右両方に亘って走
査する距離センサと、
　前記距離センサの走査によって検出された距離及び走査角度に基づいて、機体左右両方
に亘る対地高さデータを生成するデコード制御部と、
　前記対地高さデータに基づく近似線によって、刈取後の地面のラインとして識別される
地面基準線と、刈取前の草のラインとして識別される草基準線と、を生成する物体検出部
と、
　前記草基準線と前記走行機体との距離に基づいて目標距離を算出する目標距離算出部と
、
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　前記草基準線と前記走行機体との距離が、前記目標距離と一致するように指示信号を出
力する走行指示部と、
が備えられていることを特徴とする。
【０００７】
　例えば樹木等の目立った目標物が無い草刈対象領域であっても、草刈の対象となる草は
存在する。本発明によると、距離センサが走行機体の左右方向を操作することによって、
刈取後の地面と刈取前の草とを識別し、草の識別に基づく草基準線と、走行機体と、が予
め設定された距離を保持するように、走行機体が制御される。このことから、草刈機は、
刈取後の地面と刈取前の草との境界に沿って、草刈走行を自動的に行うことが可能となる
。その結果、草刈対象領域に目標物が無い場合であっても、刈取前の草と刈取後の地面と
を精度良く判別して自動走行が可能な草刈機が実現される。
【０００８】
　本構成において、
　前記走行機体の走行モードを判定する走行モード判定部が備えられ、
　前記走行モードは、手動制御モードと、自動制御モードと、を有し、
　前記走行モードが前記手動制御モードの場合、前記走行制御部は手動制御の操作信号に
基づいて前記走行機体を制御し、
　前記走行モードが前記自動制御モードの場合、前記走行制御部は前記走行指示部の指示
信号に基づいて前記走行機体を制御すると好適である。
【０００９】
　草刈対象領域の状況や走行機体の状況に対応して、草刈機は遠隔操作が可能な方が望ま
しい。本構成であれば、走行モード判定部による走行モードの判定から、走行制御部が入
力する信号を、手動制御モードの場合における操作信号と、自動制御モードの場合におけ
る指示信号と、に切換可能となる。
【００１０】
　本構成において、
　前記距離センサは、機体前後方向を軸芯に回転することによって走査するように構成さ
れていると好適である。
【００１１】
　本構成であれば、距離センサの走査角度が前後方向を軸芯に回転するため、距離センサ
は、刈取後の地面のうち、走行機体の下方近傍の地面を走査できる。これにより、距離セ
ンサが刈取後の地面と刈取前の草とを精度良く走査可能となる。
【００１２】
　前記距離センサは、前記走行機体の前部又は後部の何れか一方に設けられていると好適
である。
【００１３】
　本構成であれば、距離センサが走行機体の前後中央部に設けられる構成と比較して、距
離センサは、距離センサの真下の地面を走査可能となる。これにより、距離センサが刈取
後の地面と刈取前の草とを精度良く走査可能となる。
【００１４】
　本構成において、
　前記距離センサは、前記走行機体の前部及び後部の両方に設けられていると好適である
。
【００１５】
　本構成であれば、走行機体の前部に設けられた距離センサによって草刈走行が行われる
前の地面及び草を走査できると共に、走行機体の後部に設けられた距離センサによって草
刈走行が行われた後の地面及び草を走査できる。これにより、草刈機は、刈取後の地面と
刈取前の草との境界に精度良く沿うことが可能となる。
【００１６】
　本構成において、
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　前記物体検出部は、前記対地高さデータのうち、前記距離センサの機体鉛直下方から予
め設定された機体左右方向の範囲内のデータから近似線を算出することによって、前記地
面基準線を生成するように構成されていると好適である。
【００１７】
　本構成であれば、近似線に基づいて地面基準線が生成される構成であるため、対地高さ
データから刈取後の地面と草刈前の草とを効率よく判別できる。
【００１８】
　本構成において、
　前記物体検出部は、前記対地高さデータのうち、前記地面基準線から一定値以上の高さ
を有するデータが一定範囲以上に亘って連続する箇所のデータから近似線を算出すること
によって、草候補線を生成するように構成されていると好適である。
【００１９】
　本構成であれば、草候補線として生成される対地高さデータは、データが一定範囲以上
に亘って連続する箇所のデータに限定される。このため、一定範囲に亘って連続しないデ
ータが、草候補線のデータから排除され、草を誤検出する虞が低減される。また、近似線
に基づいて草候補線が生成される構成であるため、対地高さデータから刈取後の地面と草
刈前の草とを効率よく判別できる。
【００２０】
　本構成において、
　前記草候補線は、複数生成され、
　前記走行機体に、前記走行機体の傾斜角度を検出する慣性センサが備えられ、
　前記物体検出部は、前記草候補線のうち、前記草候補線の前記地面基準線に対する傾斜
角度と、前記慣性センサによって検出された傾斜角度から算出された算出傾斜角度と、が
予め定められた基準範囲内である一つの前記草候補線を、前記草基準線と特定するように
構成されるように構成されていると好適である。
【００２１】
　一般的に、草は傾斜地であっても特定方向（例えば鉛直方向）に沿って上方に生える場
合が多い。本構成であると、慣性センサの傾斜角度に基づいて当該特定方向の算出が可能
である。このため、複数の草候補線のうち、当該特定方向に沿う草候補線を草基準線と特
定することによって、草の判別精度が向上する。
【００２２】
　本構成において、
　前記草基準線は、前記地面基準線から予め設定された高さの範囲内に限定されると好適
である。
【００２３】
　草の上部は風で揺れる場合が多いため、本構成であれば、風等の外乱による草の誤検出
を防止できる。
【００２４】
　本構成において、
　前記草基準線と前記走行機体との距離は、現在と過去複数回とに亘って算出された複数
の値が記憶され、
　前記目標距離は、前記複数の値の移動平均値に基づいて算出されると好適である。
【００２５】
　草刈走行において、草と走行機体との距離が一定範囲内に保持されている場合であって
も、地面の石や杭等の検知によって草基準線と走行機体との距離が急激に大きく変化する
場合も考えられる。本構成であれば、目標距離が移動平均値であるため、草基準線と走行
機体との距離が急激に大きく変化する場合であっても、目標距離の変化は、草基準線と走
行機体との距離の変化よりも小さなものとなり、走行指示部における指示信号が安定する
。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】草刈機の構成を示す側面図である。
【図２】旋回状態の平面図である。
【図３】直進状態の平面図である。
【図４】制御ユニットを表すブロック図である。
【図５】草刈機の草刈走行を示す正面図である。
【図６】距離センサの走査に基づく二次元の座標位置情報を示すグラフ図である。
【図７】未刈草の検出処理を示すフロートチャートである。
【図８】刈取後の地面の判定を示す説明図である。
【図９】傾斜面と未刈草との相対角度の算出を示す説明図である。
【図１０】草候補線及び草基準線の生成を示す説明図である。
【図１１】目標距離の算出を示す説明図である。
【図１２】草候補線の生成の別実施形態を示す説明図である。
【図１３】距離センサの走査の別実施形態を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
〔草刈機の基本構成〕
　本発明による草刈機について、その実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１に示されているように、本実施形態に例示される草刈機に、走行機体１と、第一車
輪２Ａと、第二車輪２Ｂと、草刈装置３と、が備えられている。第一車輪２Ａは、走行機
体１における長手方向の一端側に左右一対で設けられている。第二車輪２Ｂは、走行機体
１における長手方向の他端側に左右一対で設けられている。草刈装置３は、走行機体１の
下部における第一車輪２Ａと第二車輪２Ｂとの間に設けられている。
【００２８】
　走行機体１の上部に、送信機７（図４参照）と通信可能なアンテナ８が立設されている
。送信機７は、操作者が持ち運びしながら草刈機を人為操作可能なように構成されている
。送信機７は、例えば作業者が手元で操作するプロポーショナル方式のコントローラによ
る操作であったり、タッチパネル方式の表示画面を有する携帯端末機器による操作であっ
たりしても良い。
【００２９】
　図示はしないが、走行機体１に、エンジンＥの動力を、第一車輪２Ａと第二車輪２Ｂに
伝達すると共に、草刈装置３に伝達する伝動機構が備えられている。伝動機構は、第一車
輪２Ａ及び第二車輪２Ｂと、草刈装置３と、に対する動力伝達を断続できるように構成さ
れている。エンジンＥの動力が、第一車輪２Ａ及び第二車輪２Ｂと、草刈装置３と、に伝
達されることで、機体を走行させながら草刈作業を行うことができる。第一車輪２Ａに第
一操向モータ９Ａが設けられ、第一車輪２Ａは第一操向モータ９Ａの駆動力により縦軸芯
周りで揺動してステアリング操作自在なように構成されている。また、第二車輪２Ｂに第
二操向モータ９Ｂが設けられ、第二車輪２Ｂは第二操向モータ９Ｂの駆動力により縦軸芯
周りで揺動してステアリング操作自在なように構成されている。図２及び図３に示されて
いるように、第一車輪２Ａ及び第二車輪２Ｂは夫々、直進用姿勢、右向き揺動姿勢、並び
に、左向き揺動姿勢の夫々に向き変更操作可能である。
【００３０】
　走行機体１の前上部又は後上部に距離センサ１０が備えられている。距離センサ１０は
、例えば、ＬＲＦ（Ｌａｓｅｒ　Ｒａｎｇｅ　Ｆｉｎｄｅｒ）であって、例えばレーザー
光や超音波のような空中伝搬する信号を検出信号として送信する。検出信号が検出対象物
に照射されると、検出信号は検出対象物の表面で反射する。そして、距離センサ１０は、
検出対象物の表面で反射した検出信号を、反射信号として取得する。つまり、距離センサ
１０は、距離センサ１０の検出用範囲に向けて検出信号を送信し、かつ、検出信号に対す
る反射信号を取得する。そして、距離センサ１０は、検出信号を送信してから反射信号を
取得するまでの時間に基づいて、距離センサ１０と検出対象物との距離を算出するように
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構成されている。距離センサ１０が検出信号を送信し、かつ、反射信号を取得する処理を
、以下「走査」と称する。なお、距離センサ１０は、走行機体１の前部又は後部の何れか
一方に設けられる構成であっても良いし、走行機体１の前部又は後部の両方に設けられる
構成であっても良い。
【００３１】
　傾斜角度検出部１１が走行機体１に備えられ、傾斜角度検出部１１は、例えば慣性セン
サの一例であるＩＭＵ（Ｉｎｅｒｔｉａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ）であっ
て、走行機体１の傾きを検出して検出傾斜角度Ｉｍを出力する。
【００３２】
〔制御構成について〕
　図４に示されているように、草刈機の自動走行を可能にするための制御ユニットＵが、
例えばマイクロコンピュータに組み込まれた状態で、草刈機に備えられている。制御ユニ
ットＵに、デコード制御部１２と、走行モード判定部１３と、物体検出部１４と、目標距
離算出部１５と、走行指示部１６と、が備えられている。デコード制御部１２は、距離セ
ンサ１０の走査によって算出された距離と、当該算出時の走査角度と、に基づいて、距離
センサ１０に対する機体左右方向の水平距離と、距離センサ１０に対する機体上下方向の
垂直距離と、を座標位置情報として算出する。制御ユニットＵは、自動制御モードと手動
制御モードとに切替可能なように構成され、走行モード判定部１３の判定によって、自動
制御モードと手動制御モードとの何れであるかが判定される。
【００３３】
　物体検出部１４は、詳細について後述するが、座標位置情報に基づいて刈取後の地面を
近似直線（近似線）で表す地面基準線ＬＧと、刈取前の草のラインを近似直線で表す草基
準線ＬＫと、を生成する。物体検出部１４に記憶部１４ａが備えられ、記憶部１４ａは、
例えばＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）であって、デコード制御部
１２によって算出された座標位置情報を経時的に記憶する。地面基準線ＬＧ及び草基準線
ＬＫの生成は、記憶部１４ａに記憶された座標位置情報を用いることによって行われる。
【００３４】
　目標距離算出部１５は、草基準線ＬＫと距離センサ１０との離間距離を算出する。また
、目標距離算出部１５は、走行機体１のうち、距離センサ１０の位置する箇所が草基準線
ＬＫと離間しながら好適に草刈走行するための目標距離ＬＭを算出する。そして、走行指
示部１６は、草基準線ＬＫと距離センサ１０との離間距離を、目標距離ＬＭに保持するよ
うに制御信号を出力する。
【００３５】
　走行機体１に、送信機７から無線送信される操作信号を、アンテナ８を介して受信可能
な通信部１７が備えられている。通信部１７の受信情報は制御ユニットＵに入力される。
手動制御モードでは、送信機７の人為操作に基づいて草刈走行等が行われる。このため、
手動制御モードの状態で、走行指示部１６は無効化されるが、走行指示部１６と連動して
物体検出部１４及び目標距離算出部１５も無効化される構成であっても良い。
【００３６】
　走行指示部１６の出力対象は走行制御部Ｃであり、走行制御部Ｃに、走行制御モータ１
８と、前後進モータ１９と、第一操向モータ９Ａと、第二操向モータ９Ｂと、が備えられ
ている。走行制御モータ１８は、エンジンＥに対する燃料供給量を調整するアクセル２０
と、第一車輪２Ａ及び第二車輪２Ｂを制動するブレーキ２１と、を操作する。前後進モー
タ１９は、正逆転切換機構２２を切り換え操作する。図示はしないが、正逆転切換機構２
２は、第一車輪２Ａ及び第二車輪２ＢにエンジンＥの動力を伝達する伝動装置に備えられ
、エンジンＥの動力を正転方向と逆転方向とに切換えるためのギア機構である。第一操向
モータ９Ａは第一車輪２Ａを操向操作し、第二操向モータ９Ｂは第二車輪２Ｂを操向操作
する。走行制御モータ１８と、前後進モータ１９と、の夫々は、電動モータであっても良
いし、電磁スイッチであっても良い。
【００３７】
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　走行モードが自動制御モードの場合、走行制御部Ｃは、走行指示部１６の指示信号に基
づく制御を行う。走行モードが手動制御モードの場合、送信機７の人為操作に基づく操作
信号が、通信部１７及び走行モード判定部１３を介して走行制御部Ｃに入力され、走行制
御部Ｃは、当該操作信号に基づく制御を行う。
【００３８】
　草刈機の状態は、通信部１７から機体外部の機器に送信可能であり、例えば携帯端末機
器の表示画面に、草刈機の現在位置や状態を表示することも可能である。草刈機の状態は
、例えば、草刈走行の車速であったり、燃料の残量であったり、草刈機に搭載された各種
機器の不具合を示すものであったりしても良い。
【００３９】
〔未刈草の検出処理〕
　図５に示されているように、草刈機が自動走行を伴って草刈作業を行うとき、距離セン
サ１０は、走行機体１の機体前後方向を軸芯に回転しながら、機体左右両方に亘って走査
を行う。即ち、地面及び未刈草（図５のＧＮで示された領域）の距離センサ１０に対する
離間距離が、距離センサ１０の走査によって得られる。本実施形態では、距離センサ１０
による走査は、図５で示された反時計回りの回転で、走査角度Ｓｓと走査角度Ｓｆとに亘
って２７０度の走査角度範囲で行われ、走査角度Ｓｓ及び走査角度Ｓｆは、機体の真上に
対して左右に夫々４５度傾斜する。なお、走査角度Ｓｓ及び走査角度Ｓｆの傾斜角度は、
適宜変更可能であり、夫々同じ傾斜角度でなくても良い。
【００４０】
　距離センサ１０の走査によって、距離センサ１０の走査角度毎に、反射信号に基づく距
離情報が取得される。デコード制御部１２は、例えば三角関数を用いる等の方法によって
、この走査角度及び距離情報を、距離センサ１０に対する機体左右方向の水平距離と、距
離センサ１０に対する機体上下方向の垂直距離と、に変換する。これにより、距離センサ
１０の経時的な走査によって取得された距離情報は、二次元の座標位置情報に逐次変換さ
れ、当該座標位置情報の集合は、物体検出部１４に備えられる記憶部１４ａに記憶される
。
【００４１】
　二次元の座標位置情報の集合は、図６に示されるような波形として表され、この波形は
、当該座標位置情報の集合に基づいてプロットされるデジタルの波形である。座標の中心
は、距離センサ１０の走査角度の回転軸中心である。座標の下側において左右方向に沿う
波形は、刈取後の地面を示す地面ラインＧ１であり、座標の右側において上下方向に沿う
波形は、未刈草を示す未刈草ラインＧ２である。これにより、未刈草ラインＧ２の地面ラ
インＧ１に対する対地高さデータが得られる。
【００４２】
　なお、図６では未刈草ラインＧ２が機体の側部よりも離れた状態で位置しているが、こ
れは例示である。例えば、距離センサ１０が走行機体１の前端部に位置する場合、機体前
方に未刈草が存在することから、未刈草ラインＧ２が機体と重複する状態で位置すること
が考えられる。また、例えば距離センサ１０が走行機体１の後端部に位置する場合、未刈
草ラインＧ２が機体の横側部と接する状態で位置することが考えられる。
【００４３】
　次に、未刈草を検知するための具体的な手順の例を図７に基づいて説明する。この手順
では、走査角度Ｓｓから走査が開始され、地面の走査を経て走査角度Ｓｆで走査が完了す
るまでの一周期の走査の例を示しており、走査角度Ｓｓから走査角度Ｓｆまでの走査が繰
り返し行われる。
【００４４】
　距離センサ１０による走査が走査角度Ｓｓから開始される（ステップ＃１）。距離セン
サ１０の走査角度が回転しながら走査が継続され（ステップ＃２）、走査によって取得さ
れた距離情報は、走査が行われた時点の走査角度と紐付けられて、デコード制御部１２に
よって二次元の座標位置情報に逐次変換される（ステップ＃３）。ステップ＃２の処理と
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ステップ＃３の処理とは、距離センサ１０の走査角度が走査角度Ｓｆに到達するまで継続
する。
【００４５】
　距離センサ１０の走査角度が、刈取後の地面を判定するタイミングの走査角度Ｓｇ２（
図８参照）に到達し、かつ、地面基準線ＬＧが生成されていない状態であると（ステップ
＃４：Ｙｅｓ）、刈取後の地面のラインとして識別される地面基準線ＬＧが、物体検出部
１４によって生成される（ステップ＃５）。図８に示されているように、距離センサ１０
の走査角度Ｓｇ１と、距離センサ１０の走査角度Ｓｇ２との間で対応する座標情報に基づ
く近似直線として、地面基準線ＬＧが生成される。地面基準線ＬＧから上下方向の距離ｄ
１，ｄ２の範囲内にある座標位置情報は地面の座標位置情報（地面データ）として判別さ
れる。
【００４６】
　走査角度Ｓｇ１及び走査角度Ｓｇ２は、距離センサ１０が走行機体１に対して機体鉛直
下方（機体垂直下方）を向く走査角度Ｓｂに対して左右対称に傾斜する。本実施形態では
、走査角度Ｓｇ１及び走査角度Ｓｇ２は、走査角度Ｓｂに対して左右に夫々１０度傾くよ
うに構成されているが、この傾斜角度は適宜変更可能であり、例えば走行機体１の左右幅
に亘る傾斜角度であっても良い。また、走査角度Ｓｇ１及び走査角度Ｓｇ２は、走査角度
Ｓｂに対して左右対称でなくても良い。
【００４７】
　地面基準線ＬＧから上下方向の距離ｄ１，ｄ２は、例えば夫々十センチメートルに設定
されているが、この値は適宜変更可能である。また、距離ｄ１，ｄ２は、同じ値でなくて
も良い。
【００４８】
　地面基準線ＬＧの生成が完了すると、刈取後の地面に対する未刈草の算出傾斜角度θ２
が物体検出部１４によって算出される（ステップ＃６）。刈取後の地面の傾斜角度θ１は
、傾斜角度検出部１１によって出力される検出傾斜角度Ｉｍに基づいて算出される。傾斜
角度θ１は、検出傾斜角度Ｉｍの瞬時測定値であっても良いし、周期的に出力された過去
複数個の検出傾斜角度Ｉｍの平均値であっても良い。図９に示されているように、一般的
に、未刈草は傾斜地であっても鉛直方向に沿って上方に生えることが知られており、刈取
後の地面に対する未刈草の算出傾斜角度θ２は、下記の式で算出される。
【００４９】
　算出傾斜角度θ２＝９０°－θ１
【００５０】
　距離センサ１０の走査は継続し、物体検出部１４は、距離センサ１０の走査に基づく座
標位置情報が、草の座標位置情報（草データ）であるかどうかを判定する（ステップ＃７
）。本実施形態では、地面基準線ＬＧから上下方向の距離ｄ１，ｄ２の範囲内にある座標
位置情報は、地面データとして判別される。このため、物体検出部１４は、距離ｄ１，ｄ
２の範囲から外れた座標位置情報を、草データとして判定する。つまり、物体検出部１４
は、地面基準線ＬＧから一定値以上の高さの座標位置情報を、草データとして判定する。
【００５１】
　誤検出を防止するため、草データが予め設定された個数に亘って、連続して検出される
かどうかが、物体検出部１４によって判定される（ステップ＃８）。草データが予め設定
された個数に亘って、連続して検出されると（ステップ＃８：Ｙｅｓ）、物体検出部１４
は、当該草データに基づいて草候補線Ｌｃを生成する（ステップ＃９）。つまり、草候補
線Ｌｃとして生成される草データは、該当データが一定範囲以上に亘って連続する箇所の
草データに限定される。草候補線Ｌｃの生成の可否を判定する連続検出個数は、天候や季
節や未刈草の種類に対応して適宜変更可能である。距離センサ１０の走査角度が走査角度
Ｓｆに到達するまで、物体検出部１４は、草候補線Ｌｃを複数生成する。図１０において
、草候補線Ｌｃは、地面基準線ＬＧの位置する側に最も近い草候補線Ｌｃ（１）から、地
面基準線ＬＧの位置する側から最も遠い草候補線Ｌｃ（４）まで、四個の草候補線Ｌｃが
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生成された状態が示されている。物体検出部１４が草候補線Ｌｃを生成する個数は、適宜
変更可能である。
【００５２】
　距離センサ１０の走査角度が走査角度Ｓｇ２に到達すると（ステップ＃１０：Ｙｅｓ）
、距離センサ１０の走査が完了する。その後、物体検出部１４は、ステップ＃１０の処理
とステップ＃１１との処理を繰り返す。つまり、夫々の草候補線Ｌｃの、地面基準線ＬＧ
に対する傾斜角度（以下、「相対角度θ」と称する）を算出する（ステップ＃１１）。そ
して、物体検出部１４は相対角度θと算出傾斜角度θ２とを比較する（ステップ＃１２）
。相対角度θが、算出傾斜角度θ２から予め設定された基準範囲内であれば（ステップ＃
１２：一致判定）、物体検出部１４は、該当する草候補線Ｌｃを草基準線ＬＫして確定す
る（ステップ＃１３）。図１１において、草候補線Ｌｃ（２）に基づく草基準線ＬＫが示
されている。この場合、地面基準線ＬＧに対する草候補線Ｌｃ（２）の相対角度θが、算
出傾斜角度θ２から予め設定された範囲内に収まっていることが、物体検出部１４によっ
て判定され、草候補線Ｌｃが、草基準線ＬＫして確定する。これにより、草基準線ＬＫが
物体検出部１４によって特定される。
【００５３】
　このとき、物体検出部１４は、複数の草候補線Ｌｃのうち、算出傾斜角度θ２から予め
設定された範囲内に相対角度θが収まっていることが最初に判定された草候補線Ｌｃを、
草基準線ＬＫして確定する構成であっても良い。また、物体検出部１４は、全ての草候補
線Ｌｃの地面基準線ＬＧに対する相対角度θを算出し、算出傾斜角度θ２に最も近似する
相対角度θを有する草候補線Ｌｃを、草基準線ＬＫして確定する構成であっても良い。
【００５４】
　草基準線ＬＫの確定後、目標距離算出部１５は、地面基準線ＬＧと草基準線ＬＫとの交
点Ｓを算出する。そして、交点Ｓと距離センサ１０との離間距離を算出し、交点Ｓと走行
機体１との離間距離のうち、走行機体１の草刈走行に好適な目標距離ＬＭを算出する（ス
テップ＃１４）。走行機体１の草刈走行に好適な目標距離ＬＭは、地面の傾斜角度や未刈
草の種類や高さ、走行機体１における距離センサ１０の取付位置、走行機体１の前進方向
等に基づいて決定できる。
【００５５】
　このように、距離センサ１０の走査角度が一回転する毎に、ステップ＃１乃至ステップ
＃１４の処理が周期的に行われる。また、目標距離ＬＭは、毎回のばらつきを抑制するた
め、過去複数回に亘って周期的に算出された過去複数個の目標距離の移動平均値に基づい
て目標距離ＬＭを算出するように構成されていても良い。
【００５６】
〔別実施形態〕
　本発明は、上述の実施形態に例示された構成に限定されるものではなく、以下、本発明
の代表的な別実施形態を例示する。
【００５７】
〔１〕上述した実施形態において、物体検出部１４は、距離センサ１０の走査角度が走査
角度Ｓｆに到達するまで、草候補線Ｌｃを複数生成するように構成されているが、上述し
た実施形態に限定されない。例えば、草データの地面基準線ＬＧに対する対地高さが、予
め設定された高さよりも高い場合、物体検出部１４は、当該草データに基づいて草候補線
Ｌｃを生成しないように構成されていても良い。未刈草の上端箇所は、風等に揺れやすい
ことから、この構成によって、風等の外乱による草の誤検出を防止できる。
【００５８】
〔２〕上述した実施形態において、物体検出部１４は、草データに基づいて草候補線Ｌｃ
を生成するように構成されているが、上述した実施形態に限定されない。例えば、図１２
に示されているように、草データが予め設定された個数に亘って、連続して検出されると
、物体検出部１４は、当該草データは草基準線ＬＫを生成するための候補データＫｃとし
て複数記憶される構成であっても良い。つまり、候補データＫｃは二次元の座標位置情報
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の集合であり、距離センサ１０の走査角度が走査角度Ｓｆに到達するまで、草基準線ＬＫ
の候補データＫｃが複数記憶される。なお、候補データＫｃの記憶の可否を判定する連続
検出個数は、天候や季節や未刈草の種類に対応して適宜変更可能である。複数の候補デー
タＫｃの組合せに基づいて、近似直線である草候補線Ｌｃを生成する構成であっても良い
。
【００５９】
　例えば、図１２において、候補データＫｃ（１）～Ｋｃ（６）が記憶されている。草候
補線Ｌｃ（１）は候補データＫｃ（１）及び候補データＫｃ（２）の組合せに基づいて生
成されている。草候補線Ｌｃ（２）は候補データＫｃ（２）及び候補データＫｃ（３）の
組合せに基づいて生成されている。草候補線Ｌｃ（３）～Ｌｃ（５）も、草候補線Ｌｃ（
１）及び草候補線Ｌｃ（２）と同様のパターンで生成されている。そして、夫々の草候補
線Ｌｃにおいて地面基準線ＬＧに対する相対角度θを算出し、相対角度θが算出傾斜角度
θ２から予め設定された範囲内であれば、当該草候補線Ｌｃを草基準線ＬＫとして確定す
る構成であっても良い。草候補線Ｌｃの生成において候補データＫｃの組合せは適宜変更
可能である。例えば、相対角度θが算出傾斜角度θ２から予め設定された範囲内でなけれ
ば、複数の候補データＫｃの組合せをやり直し、新たな組合せに基づいて草候補線Ｌｃを
生成する構成であっても良い。
【００６０】
〔３〕上述した実施形態において、距離センサ１０は走行機体１の前上部又は後上部に備
えられているが、上述した実施形態に限定されない。例えば、距離センサ１０は、図１３
に示されているように、走行機体１の前上部に設けられる距離センサ１０ａと、走行機体
１の後上部に設けられる距離センサ１０ｂと、の二箇所に備えられる構成であっても良い
。図１３のＧＮは未刈草である。また、距離センサ１０ａ及び距離センサ１０ｂが、走行
機体１の左右方向側端部に設けられる構成であっても良い。草刈走行が行われる前の地面
と、未刈草ＧＮと、が走行機体１の前部に設けられた距離センサ１０ａによって走査され
る。また、草刈走行が行われた後の地面と、未刈草ＧＮと、が走行機体１の後部に設けら
れた距離センサ１０ｂによって走査される。この構成であれば、走行機体１の前後で、夫
々異なる目標距離ＬＭを独立して算出可能となるため、走行指示部１６が出力する指示信
号を、一層好適なものにできる。また、図１３における草刈走行のときに、距離センサ１
０ａによって、例えば石や杭が検知された場合、草刈装置３の回転を停止する等の対処が
可能になる。
【００６１】
〔４〕上述した実施形態において、図７に示されたステップ＃１からステップ＃１４まで
の手順で目標距離ＬＭが算出されるように構成されているが、上述した実施形態に限定さ
れない。例えば、走査角度Ｓｓから走査角度Ｓｆまで２７０度に亘る走査が行われた後に
（ステップ＃１～ステップ＃３）、地面基準線ＬＧの生成（ステップ＃５）と算出傾斜角
度θ２の算出（ステップ＃６）とが行われ、その後に草データの検出に基づく草候補線Ｌ
ｃの生成（ステップ＃７～ステップ＃９）と、相対角度θの算出処理（ステップ＃１1）
から目標距離ＬＭの算出（ステップ＃１４）までの処理が行われる構成であっても良い。
この構成であれば、例えば走査角度が走査角度Ｓｆから走査角度Ｓｓに向けて逆方向に回
転する場合にも適用可能である。
【００６２】
〔５〕上述した実施形態において、地面基準線ＬＧと、草候補線Ｌｃと、草基準線ＬＫと
、は夫々近似直線となっているが、上述した実施形態に限定されない。例えば、地面基準
線ＬＧと、草候補線Ｌｃと、草基準線ＬＫと、は夫々近似曲線であっても良い。
【００６３】
〔６〕上述の実施形態では、草刈機が草刈りを行いながら自動走行するとして説明したが
、例えば、手動操作による草刈走行の操向操作をアシストする草刈機であっても良い。ま
た、草刈機以外に、芝刈機やモアであっても良い。
【産業上の利用可能性】
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【００６４】
　本発明は、草刈対象領域を草刈走行する草刈機に適用可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　　：走行機体
　１０　　：距離センサ
　１２　　：デコード制御部
　１３　　：走行モード判定部
　１４　　：物体検出部
　１５　　：目標距離算出部
　１６　　：走行指示部
　Ｃ　　　：走行制御部
　Ｉｍ　　：検出傾斜角度
　ＬＧ　　：地面基準線
　Ｌｃ　　：草候補線
　ＬＫ　　：草基準線
　ＬＭ　　：目標距離
　θ　　　：相対角度（傾斜角度）
　θ２　　：算出傾斜角度
 

【図１】 【図２】

【図３】
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